
平成29年度決算 健全化判断比率(確定値)

Ｐ．１

・県内全団体が早期健全化基準未満となりました。

和歌山市 77,744,959 11.25% － － 16.25% － － 11.7% 11.6% 118.7% 108.4%

海南市 13,779,566 12.88% － － 17.88% － － 7.1% 8.4% 89.4% 97.2%

橋本市 16,372,852 12.68% － － 17.68% － － 13.1% 12.2% 120.6% 115.4%

有田市 7,313,480 13.95% － － 18.95% － － 11.0% 11.5% － －

御坊市 6,760,148 14.13% － － 19.13% － － 11.4% 11.0% 103.3% 98.5%

田辺市 23,531,849 12.19% － － 17.19% － － 7.9% 8.2% 5.5% 9.9%

新宮市 9,365,671 13.45% － － 18.45% － － 16.1% 15.9% 78.6% 87.2%

紀の川市 18,543,987 12.57% － － 17.57% － － 9.8% 11.1% － 22.0%

岩出市 9,969,065 13.34% － － 18.34% － － 3.5% 3.2% － －

紀美野町 4,697,054 15.00% － － 20.00% － － 7.7% 7.4% 78.0% 83.5%

かつらぎ町 5,780,140 14.55% － － 19.55% － － 11.6% 10.8% 113.1% 107.3%

九度山町 2,125,167 15.00% － － 20.00% － － 15.4% 17.2% 91.3% 97.5%

高野町 2,044,258 15.00% － － 20.00% － － 7.2% 7.4% － －

湯浅町 3,454,033 15.00% － － 20.00% － － 9.7% 10.2% 48.8% 116.5%

広川町 2,590,999 15.00% － － 20.00% － － 5.2% 5.2% － －

有田川町 9,992,738 13.33% － － 18.33% － － 11.3% 10.3% 15.0% 33.1%

美浜町 2,301,207 15.00% － － 20.00% － － 5.8% 6.0% 53.9% 49.9%

日高町 2,574,148 15.00% － － 20.00% － － 6.7% 6.4% 68.3% 46.4%

由良町 2,438,068 15.00% － － 20.00% － － 11.1% 10.9% 170.9% 164.4%

印南町 3,229,346 15.00% － － 20.00% － － 7.1% 6.8% － －

みなべ町 5,326,383 14.80% － － 19.80% － － 13.2% 12.9% 25.5% 37.1%

日高川町 5,462,434 14.72% － － 19.72% － － 12.6% 13.6% 0.2% 15.4%

白浜町 7,014,868 14.04% － － 19.04% － － 7.0% 7.0% 56.5% 61.8%

上富田町 3,759,307 15.00% － － 20.00% － － 13.1% 12.3% 90.0% 72.3%

すさみ町 2,363,913 15.00% － － 20.00% － － 6.4% 6.7% － －

那智勝浦町 4,790,821 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 5.2% 50.6% 34.4%

太地町 1,405,649 15.00% － － 20.00% － － 3.6% 3.4% － －

古座川町 1,982,755 15.00% － － 20.00% － － 5.5% 5.5% － －

北山村 546,913 15.00% － － 20.00% － － 2.0% 2.9% － －

串本町 6,059,547 14.42% － － 19.42% － － 8.5% 8.0% 71.3% 72.4%

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率がない場合は、「 － 」と表示しています。
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平成29年度決算 資金不足比率(確定値)

Ｐ．２

・県内市町村等が経営する公営企業会計において、資金不足が生じているのは７会計です。
そのうち、経営健全化基準以上（資金不足比率２０％以上）となっているのは１会計です。

※資金不足額が生じている企業のみ

単位：千円

市町村等名 事業名

和歌山市 下水道(公共)

和歌山市 宅地造成

海南市 病院

有田市 病院

串本町 病院

国民健康保険野上
厚生病院組合 病院

御坊市外五ヶ町病院
経営事務組合 病院

※資金不足比率が２０．０％以上となると公営企業会計に係る「経営健全化計画」の策定が必要。

   ただし、当該年度（H29）の前年度（H28）の資金不足比率が経営健全化基準未満である場合又は公営企業の事業を開始した日が当該年度の前年度の中途である場合であって、当該

　 年度の翌年度の資金不足比率が経営健全化基準未満となることが確実であると認められる場合は策定を要しない。　（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第23条、同施行令第20条第1項）
  経営健全化計画を定めないこととしたときは、当該地方公共団体の長は、直ちに、その旨及び当該場合に該当すると判断した理由を公表し、かつ総務大臣に報告しなければならない。
　　（地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項）

5.3% 20.0%
休床病棟を再稼働させたことによる人件
費増加のため

886,157平成24年度 6,615,251 13.3% 20.0%
地方債の償還金が多額に及ぶ状況が続
いているため

土地造成事業特別会計

国保日高総合病院事業会計 平成29年度 303,883 5,672,791

資金不足額が発生した主な要因

46.7% 20.0%
地方公営企業法適用に伴い打切決算と
なったため。平成30年度決算では資金不
足は解消する見込み。

下水道事業特別会計 2,906,083平成29年度

資金不足比率（A／Ｂ）資金不足額（A）特別会計名 資金不足額発生年度

6,218,571

事業の規模（Ｂ） 経営健全化基準

新病院への移転(H24)に伴う起債償還の
ため

患者数減による医業収益の減や電子カル
テ導入に伴う起債償還のため

病院事業会計

国民健康保険野上厚生病院組合事業会計

平成26年度

平成28年度

360,894 3,216,629 11.2% 20.0%

85,614 2,196,522 3.8% 20.0%

病院事業会計 平成27年度 59,822 2,161,482 2.7% 20.0%
H25～28年度にかけて発生した医師不足
による医業収益の悪化のため
（現在、医師不足は解消）

20.0%
患者数減による医業収益の大幅減や新病
院移転(H23)に伴う起債償還のため

病院事業会計 平成28年度 238,886 1,582,269 15.0%


